
 
 

 

(2) 決裁遅延 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成29年11月８日） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

茨木警察署 

 

 

経費支出伺（支出負担行為）の変更の決裁が、出納整理期間に行われていた。 

 

「駐在所報償金」に係る経費支出の変更 

 

  (1) 債権者と支出負担行為額 

 

債権者 支出負担行為額（変更前） 支出負担行為額（変更後） 

Ａ 852,000円 849,720円 

Ｂ 852,000円 852,000円 

Ｃ 852,000円 852,000円 

Ｄ ― 2,290円 

 

 

 

 

 

 

(2) 債権者へ報償金を支払う対象となる期間 

 

 債権者 対象期間（変更前） 対象期間（変更後） 

Ａ H28.４.１～H29.３.31 H28.４.１～H29.３.30 

Ｂ H28.４.１～H29.３.31 H28.４.１～H29.３.31 

Ｃ H28.４.１～H29.３.31 H28.４.１～H29.３.31 

Ｄ ― H29.３.31 

 

 

 

 

 

(3) 変更の経費支出伺の起案日：平成29年４月10日 

 

(4) 変更の経費支出伺の決裁日：平成29年４月10日 

 

駐在所報償金 

 駐在所勤務員の配偶者等に対し、駐在所勤務員の行う業務に協力した日数

に応じて支給される謝礼金。人事異動等により、月の途中で駐在所勤務員が

変わった場合は、前任者と後任者の配偶者等それぞれに対して日割りで支給

される。 
 

 

財務会計事務のルール等について周知徹底を

図り、法令等に基づき、適正な事務処理を行わ

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐在所報償金支出事務について、今

後は、人事異動等による変更を的確に

把握し、遅延することなく法令等に基

づき、適正な事務処理を行う。 
【大阪府財務規則】 

（支出負担行為） 

第39条 知事又は第３条の規定により支出負

担行為に関する事務を委任された者は、予

算の範囲内であることを確認した上で支出

負担行為をしなければならない。 

２ 前項の場合において、支出負担行為をす

る者は、経費支出伺書（様式第29号の２）

を作成の上、これを行わなければならない｡

ただし、知事が別に定める場合は、この限

りでない。 

【大阪府財務規則の運用】 

第39条関係 

２ システムにより経費支出伺書を作成する

範囲及び時期は、次のとおりとする。 

(2) 経費支出伺書を作成する時期 

ア 競争入札の方法により契約を締結す

るもの 

契約の相手方及び契約金額が明ら

かになったとき 

イ ア以外のもの 

経費支出の相手方又は内容及び支

出金額又は支出限度額を決定すると
き。 


